
 

 

 

 

 ●プラスチック製容器類の分別変更案 

 

 

 

重点施策 2-1   市民に分かりやすいごみ分別 

●市民アンケートの結果 

問９「現状の分別区分で、分別と排出の際に困っていることはありますか」という設問に対する回答 
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①困ることなく分別できる

②どの分別に該当するか分からない

③手間である(洗う、束ねる等)

④素材が分からないものがある

⑤異なる素材がくっついていて

分けられない

⑥どこまで汚れを取ったら良いか

分からない

⑦収集日までの保管場所がない

⑧このごみは普段出さない

/出したことがない

⑨分別せずに焼却ごみ類として

出している

未回答

プラスチック製容器類(汚れている状態)

％

●国（環境省）の方向性 

 

令和２年１０月２０日（火）開催 プラスチック資源循環戦略ワーキンググループ、プラスチック資源循環小委員会 
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＜資料抜粋＞ 

（市町村による分別回収） 

 家庭から排出されたプラスチック製容器包装・製品については、プラスチック資源として分別回収することが求められる。 

 消費者に分かりやすい分別ルールとすることを通じて資源回収量の拡大を図ることともに、効果的・効率的なリサイクル

に向けて、プラスチック製容器包装・製品をまとめてリサイクルすることや、市町村とリサイクル事業者で重複している選

別等の中間処理を一体的に実施することが可能となる環境を整備する。 

 具体的には、家庭から排出されたプラスチック製容器包装とプラスチック製品について、これらプラスチック資源の

分別収集の質的確保を前提に、容器包装リサイクルルートを活用して、まとめてリサイクルできるように措置しては

どうか。 

 また、市町村とリサイクル事業者の双方で行ってきた異物除去等の選別工程について、プロセス全体でコスト低減

が見込まれ、かつ、リサイクルに支障がない場合には、市町村及びリサイクル事業者が連携して選別工程の一体的

な運用が行えるよう、合理化のための措置を講じることとしてはどうか。 

 また、家庭ごみの有料化徹底等を通じて、消費者の資源分別を促し、こうした分別努力に応じた市町村に対するインセン

ティブ等を通じて、分別収集体制を全国に整備する。 

資料３ 
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